
 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県では、子どもたちの基本的な生活習慣の確立に向けて、生活リズムの改善を図り、学

習や読書、外遊び・スポーツなどの様々な活動に生き生きと取り組めるよう、「早寝・早

起き・朝ごはん」運動を推進し、子どもたちの成長を支え、社会全体で家庭の教育力の向

上を図る取組を進めています。 

 

県では、啓発資料等の提供、スタッフジャンパー、の

ぼり旗、テーマ曲ＣＤ、大型絵本の貸出を行っています。

「早寝・早起き・朝ごはん」の運動を推進していただく

場合には、ぜひご活用ください。  

詳しくは県教育委員会事務局生涯学習課までお問い合

わせください。 

（TEL  077－528－4654 ） 

３ ＰＴＡ活動の参考に 
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http://dngw.office.pref.shiga.jp/cgi-bin/dneo/zrwemlc.cgi?cmd=maildownloadattach&fid=1&file=5&mimetype=image/bmp&msgid=3763&name=%e3%82%b7%e3%83%b3%e3%83%9c%e3%83%ab%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af6.4mb.bmp


資料には様々なテーマが掲載されており、親同士が語り合いをするなかで、子育ての気づきや学びを促します。
資料内には活用方法も詳しく解説していますので、校園等のPTA研修会においてもすぐ利用できます。

■家庭教育学習資料

核家族化、地域のつながりの希薄化、さらにコロナ禍を経て、家庭を取り巻く環境が大きく変わり、

子育ての悩みや不安を抱えた家庭の増加等、家庭教育を行う上での困難な状況が指摘されています。

特に、インターネットの普及に伴い、対面での人付き合いが減少する中で、「スマホで子守」、

「ネットの使い過ぎによる子どもの心身への影響」などに不安を覚える方も少なくありません。

そこで、多くの保護者が家庭教育について学ぶための場や語り合う機会を充実させるために、各地

域や学校で活躍できるファシリテーターが必要となります。家庭教育リーフレット「インターネット

と子育て」や家庭教育学習資料を活用しながら、ファシリテーターとしての学習講座の進め方を学ぶ

機会として、本講座を開催します。

なお、家庭教育リーフレット「インターネットと子育て」や「家庭教育学習資料」は、滋賀県学習

情報提供システム「におねっと」からも御覧いただくことができ、ダウンロードして御利用いただく

こともできます。各ＰＴＡでの研修や取組等で、ぜひ御活用ください。

（２）「家庭教育ファシリテーター養成講座」の開催

■家庭教育リーフレット「インターネットと子育て」 令和３年３月発行

幼稚園用 小学校用 中学校用

〇イラストやデータを多用し、読みやすく

分かりやすい

〇乳児から高校生まで、５つにページを

分け、子育てポイントを解説

ダウンロードはこちら

〇滋賀県学習情報提供システム「にお

ねっと」に掲載し、スマホで手軽に見る

ことも可能

〇相談窓口情報や子育て支援情報も掲載

https://www.nionet.jp/dbook/index.html

ここが“おすすめ”！

ダウンロードはこちら

https://www.nionet.jp/lldivision/home_edu/gakushushiryo/index.html
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～滋賀まるごと「こども としょかん」を目指して～ 

滋賀県では、県内のみなさんとともに子どもの読書活動を総合的に推進し、滋賀まるごとが子ども

たちにとっての「としょかん（本に親しむ環境）」となることを目指し、すべての子どもたちがいつ

でもどこでも、楽しく読書できる環境づくりを進めています。 

読書は、子どもの想像力を豊かにし、考える習慣を身につけさせるとともに、感性や情操、そして

思いやりの心を育むことができる大切な活動です。子どもの読書活動を進めるためには、まず保護者

がその重要性を理解することが必要です。家庭では、読書する時間を決めたり、子どもの成長にあわ

せて読み聞かせをしたり、親子で一緒に図書館や書店に行ったりするなど、子どもが日常生活の中で

本に親しめるように工夫しましょう。 

また、ＰＴＡ活動の一環として、図書ボランティアや読み聞かせボランティアに取り組む学校も増

えています。みなさんの力をあわせて子どもの読書活動を広めていきましょう。 

 

 

滋賀県学習情報提供システム「におねっと」 

では、子どもと本をつなぐ役割を担う保護者や

教職員、地域の方々などにご活用いただくため、

子ども読書啓発冊子や本県の様々な取組を「子

ども読書活動支援事業」のページで紹介してい

ます。 

令和６年度には、新たに開設された「こども 

としょかん」サポートセンターが中心となって、

学校図書館を活性化するためのウェブサイト 

「こども としょかん」ポータルがオープンしま

した。子どもたちの読書はもちろん、学習にも使

えるサイトを目指して、コンテンツの充実を図

っています。学校図書館の活用事例や活用年間

計画例に加えて、研修情報などの子どもの読書

を支える方々のための情報も発信しています。 

子どもたちの自発的な読書を支えるヒントが

たくさん掲載されていますので、これらのサイ

トをぜひご活用ください。 

滋賀県学習情報提供システム「におねっと」 
https://www.nionet.jp/dokusho/index.html  

「こども としょかん」ポータル 
https://www.shiga-pref-library.jp/kodosup/ 

（３）滋賀まるごと「こども としょかん」の推進   
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「コミュニティ・スクール」とは、学校運営協議会を設置する学校のことで、法律に基づき、

教育委員会から任命された委員が一定の権限と責任をもって、学校の運営および必要な支援につ

いて協議する合議制の機関です。 

教育基本法第 13条には、「学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力により、教育が行われ

るようにすること」とあります。この条文は、学校だけで教育を完結させるのではなく、学校と

家庭、地域の人々が協力して、子どもの教育を支援する必要性を示したものです。この考え方

は、近年重要性が高まっている「コミュニティ・スクール」の理念を反映したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティ・スクールは、学校と地域住民等が協力し、学校の運営に取り組める「地域とと

もにある学校」への転換を図る仕組みです。その充実に向けて、ＰＴＡの主体的な活動が注目さ

れています。コミュニティ・スクールの取組をリーフレットで紹介しています。ぜひ御覧ください。 

【ＵＲＬ】 https://www.nionet.jp/lldivision/community_school/index.html 

【二次元コード】 

  

 

コミュニティ・スクール（学校運営協議会を設置した学校） 

学校運営や必要な支援に関する協議 

 地域学校協働活動推進員など 

 （委員）保護者代表・地域住民、 

保護者・地域住民等 

学校運営の 

基本方針 

校 長 

学校運営・ 

教育活動 

協議の結果に関する 

情報提供の努力義務 
意見 

情報提供・協議を  

踏まえた支援活動 

説明 

意見 

承認 

学校運営協議会 

説明 

学校運営協議会を

通じて、保護者や

地域住民がアイデ

アを提供したり、

子どもたちを支援

したりできます。 

 

ＰＴＡ会員が、学

校運営協議会の

委員を担われる

こともあります。 

（4）ＰＴＡとコミュニティ・スクールの関 係  
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